
「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： - 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： 11,198,132 千円 の内数

29年度要求予算： - 千円

該当施策概要

通し番号  119 

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

②　待機児童解消を目指すための保育の受け皿50万人分の拡大に対応して平成29年度
末までに必要となる保育人材９万人程度の確保に向け、一定要件を満たせば返済不要と
なる修学資金貸付や就職準備金の貸付により、保育士の新規資格取得者や再就職者を
増やすとともに、安定財源を確保しながら、保育士の処遇改善等を含めた総合的な保育
人材確保策に取り組む。

（１）待機児童解消に向けた子育て基盤の整備

１．子育て基盤等の整備

保育士修学資金貸付等事業

保育士資格の新規取得者の確保や離職者の再就職支援も含めた総合的な対策を講じる
ことにより、保育の受け皿拡大に伴い必要となる保育人材の確保を図る。

機構定員要求

・保育士修学資金貸付
　指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し
付け、５年間勤務した場合、返還を免除する。
・就職準備金貸付
　潜在保育士が再就職する際の就職準備金を貸し付け、２年間勤務した場合、返還を免
除する。

（二次補正）
　再就職支援のための就職準備金の倍増を行う予定。

厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課

その他（具体的に）

担当府省庁
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保
育

士
修

学
資

金
貸

付
事

業
（
平
成

27
年
度
補
正
予
算
：

１
５
５

億
円
）

【
目

的
】

指
定

保
育

士
養

成
施

設
に

在
学

し
、

保
育

士
資

格
の

取
得

を
目

指
す

学
生

に
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し
修

学
資
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を
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し

付
け

、
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れ
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修
学
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易
に

す
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、
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い

保
育

士
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保

に
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す
る

こ
と
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付
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象
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８
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に
規

定
す
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指

定
保

育
士

養
成

施
設

に
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す

る
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指
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都
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府
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指

定
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が

適
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と
認

め
る
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体

を
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【
貸

付
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○
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以
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貸
付
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２
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付
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備
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と
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0
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以
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備
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と

し
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2
0
万

円
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内
を

そ
れ

ぞ
れ

加
算

※
貸

付
利

子
は

無
利

子
※

貸
付

申
請

時
に

生
活

保
護

受
給

世
帯

等
の

者
に

つ
い

て
は

、
生

活
費

の
一

部
と

し
て

加
算

あ
り

【
修

学
資

金
の

返
還

免
除

】
貸

付
け

を
受

け
た

者
が

、
指

定
保

育
士

養
成

施
設

卒
業

か
ら

１
年

以
内

に
保

育
士

登
録
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行

い
、

修
学

資
金
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貸

付
け
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受

け
た
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道
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県

又
は
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都
市
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区
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保
育

士
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し
て
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年

以
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従
事

し
た

と
き

は
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修
学

資
金
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返

還
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【
補
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率
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国

：
９

／
１

０
地

方
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１
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０

※
国
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合
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現
行

３
／

４
→

９
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１
０

に
引
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上
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【
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体
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保

育
士

養
成

施
設

の
学

生
】

貸
付

○
保

育
士

養
成
施
設

で
受

講
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2
年
間
。
た
だ
し
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夜
間
・
通
信

制
は
３
年

間
）

貸
付

金
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返
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を

全
額

免
除

○
保

育
所

等
に
保

育
士

と
し
て
勤

務

卒 業

５
年

間
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他
産
業
に
就
職
又
は
未
就
労
）

貸
付
金
を
実
施
主

体
に
返
還
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途
中
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他

産
業

に
転

職
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自
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都
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退
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等
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（
保

育
士

修
学

資
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付
等
事
業
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６
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億
円
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内
数
）
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潜
在

保
育

士
の

再
就

職
支
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事
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平
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27
年
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補
正
予
算
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４
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億
円
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概
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】

潜
在

保
育
士

（
保

育
士

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
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て
、

保
育

士
と

し
て

勤
務
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士
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こ
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し
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準

備
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付
け
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潜
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育
士

】
【

保
育

所
等

】

【
実

施
主

体
】

再
就

職

就
職

準
備
金

の
貸

付

申
請

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
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道
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県
又
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定
都

市
が
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当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
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【
貸

付
金

の
返

還
免

除
】

当
該

潜
在

保
育

士
が
当

該
保

育
所
等
に
お
い
て
２
年

以
上
勤
務
し
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
返
還
を
免
除

【
貸

付
額

】
就

職
準

備
金

2
0
万

円
（

１
回

を
限

度
）

【
貸

付
条

件
】

貸
付

申
請

時
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お
い

て
、
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職
準

備
金
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使
途
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明
示
す
る
こ
と

（
具

体
例
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宿

舎
借

り
上

げ
に

伴
う

礼
金

や
仲

介
手

数
料

、
通

勤
用

自
転

車
の

購
入

費
な

ど
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補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地
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：

１
／

１
０

（
保
育
士
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学
資
金
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付

等
事
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算
５
６
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億

円
の

内
数

）
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「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

○

○

28年度当初予算： 80,033,320 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： 132,182,705 千円

○

該当施策概要

機構定員要求

・事業所内保育を主軸とした企業主導型の多様な就労形態に対応した保育サービスの拡
大を支援する仕組みを創設し、運営に係る経費及び約５万人の受け皿整備に伴う整備
費、改修費の一部を支援する。
・多様な働き方をしている労働者を念頭に、子育てしやすい環境づくりのため、様々な時
間帯に働いている家庭のベビーシッター派遣サービスの利用を促し、仕事と子育ての両
立支援による離職の防止、就労の継続、女性の活躍等を推進する。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

担当府省庁

１．子育て基盤等の整備

仕事・子育て両立支援事業

２５～４４才の女性の就業率上昇が更に進むことを念頭に、待機児童解消加速化プランに
基づく平成２９年度末までの保育の受け皿整備の目標を上積みし、４０万人分から５０万
人分としたところ。うち５万人分の保育の受け皿整備の支援及び従来の子ども・子育て支
援に加え、夜間・休日のほか短時間の非正規社員など多様な働き方に対応した仕事と子
育ての両立に対する支援を行う。

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

通し番号  120 

内閣府

子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）

その他（具体的に）

③　夜勤等により様々な時間帯に働く従業員のニーズに対応するため、改正後の子ども・
子育て支援法に基づき、企業による柔軟な事業所内保育の整備（５万人分）や、ベビー
シッター派遣サービスの利用を支援する。

（１）待機児童解消に向けた子育て基盤の整備
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◎
保

育
の
受
け
皿
拡
大
を
進

め
て
い
る
が
、
女

性
の
就

業
率

上
昇

等
に
伴
う
潜

在
需
要
の
顕
在
化
に
対
応
す
る
た
め
、
受
け
皿
拡
大
を
更
に
加
速

さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。

◎
今

後
、
女
性
の
就
業
率
上
昇
が
更

に
進

む
こ
と
を
念

頭
に
、
待

機
児

童
解
消

加
速
化
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
平
成
2
9
年
度
末
ま
で
の
受
け
皿
整
備
の
目
標

を
前

倒
し
・
上
積
み
し
、
4
0
万
人

分
か
ら
5
0
万

人
分
整
備

す
る
こ
と
と
し
た
。

◎
事

業
所
内
保
育
を
主
軸
と
し
た
企

業
主

導
型

の
多

様
な
就
労

形
態
に
対

応
し
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
創
設
す
る
。

※
運

営
費
の
補
助
単
価
に
つ
い
て
は
、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度
の
各

種
単
価
を
参
考
に
設
定
。

多
様
な
就
労
形
態
に
対
応
し
た

延
長
保
育
、
夜
間
保
育
、
休
日

保
育
等
多
様
な
預
か
り
を
必
要

に
応
じ
て
実
施

○
設

置
に
市
区
町
村
の
関
与

な
し

○
利

用
も
直
接
契
約

○
地

域
枠
設
定
も
自
由

○
複

数
企
業
の
共
同
利
用
も
自

由

Ｃ
社
枠

地
域 枠

※
設
定

は
自
由

地
域
住
民

Ａ
社
枠

―
企
業
主
導
型
保
育
事
業
―

Ｂ
社
枠

Ｂ
社

Ｃ
社

Ａ
社

▼
週
２
日
程
度
就
労
な
ど
、

多
様
な
就
業
形
態
に
対
応
し

た
保
育
サ
ー
ビ
ス

▼
地
域
の
保
育
所
等
に
入
所
す
る

ま
で
の
間
な
ど
、
必
要
と
す
る

期
間
に
応
じ
た
柔
軟
な
受
け
入
れ

⇒
継
続
就
業
を
促
進

○
柔

軟
な
人

員
配

置
○

多
様

な
勤

務
形

態
に
対
応
し
た
多

様
な
保
育

サ
ー
ビ
ス
も
可

能
○

整
備

費
・
運
営

費
を
補

助

本
事
業
の
特
徴

Ｃ
社
枠

Ａ
社
枠 ―
企
業
主
導
型
保
育
事
業
―

Ｂ
社
枠

一
定
期
間
の
利
用

一
定
期
間
の
利
用

一
定
期
間
の
利
用

Ｃ
社
枠

Ａ
社
枠 ―
企
業
主
導
型
保
育
事
業
―

Ｂ
社
枠

週
２
日
程
度
利
用

週
２
日
程
度
利
用

週
２
日
程
度
利
用

週
２
日
程
度
勤
務

の
パ
ー
ト
職
員

な
ど

育
児
休
業
明
け
の

職
員
な
ど

企
業

主
導

型
保

育
事

業
（仕

事
・子

育
て
両
立
支
援
事
業
費
補
助
金
）

1

－329－



「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

28年度当初予算： 千円
28年度一次補正予算： 千円
28年度二次補正予算： 千円

29年度要求予算： 千円

○

該当施策概要

経済産業省

経済産業政策局　経済社会政策室

その他（具体的に）

①　社会全体で子育てに取り組むため、男性の家事・育児への参画が容易となる、従来
からの家事負担が軽減され、また、子育てをしやすくする商品・サービスの開発・促進に
企業が積極的に関与することを目的とする企業コンソーシアムの組成を支援するととも
に、開発された商品・サービスの普及を支援する。

（２）家事・子育て・介護支援の充実

１．子育て基盤等の整備

子ども・子育てを社会全体で受け入れる運動論

女性の活躍を阻害している要因には、家事・育児が社会において家庭の工夫で行うもの
と考えられており、家庭の負担がなかなか減っていないことがあると考えられる。また、女
性の家事・育児負担を減らしていくためには男性が家事・育児等に主体的に参加すること
が必要であるが、家事・育児が未だに女性のものと考えられており、男性が家事・育児を
しやすくするようなサービス・商品が少なく、男性が家事・育児に参加しづらい状況を社会
が作り出している。
こうした社会の意識を変えていくためには、社会を構成する重要な構成員である企業の
活力をうまく活用していくことがカギとなる。企業にとっても、女性の活躍や子育て支援と
いう面で、企業のビジネスと両立し得るようなサービス・商品を作り出していくことができれ
ば、企業に求められる社会的貢献とビジネス上の利益の双方を実現することができ、望
ましい。
家事・育児を家庭で女性だけが担うものではなく、男性や、社会全体とも分かち合っていく
ような社会環境を作り、男女双方含めた社会全体の意識を変革していくこと目指していく。

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

担当府省庁

通し番号  121 

機構定員要求

子育てをしやすくするような商品・サービス、家事負担を軽減するような商品・サー
ビスを社会全体で増やしていく。

子育てをしやすくするような商品・サービス、家事負担を軽減するような商品・サービスを
社会全体で増やしていく。
　・男性を含めたロールモデルの発信
　・商品・サービスの広報（共通マークの付与等）
　・商品・サービスの開発・促進　　等
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・
・
・
・
・
・
・
・

プ
ラッ
トフ
ォー
マー

・
・
・
・
・
・
・

子
育
て
に
対
す
る
国
民
運
動
（
こど
も
ウ
ェル
カ
ム
）
に
つ
い
て


少
子
高
齢
化
対
策
（
特
に
子
育
て
）
を
実
行
して
い
くた
め
に
は
、子

育
て
関
連
産
業
の
創
出
を
通
じた
社
会
イン
フラ
の
整
備

を
す
る
とと
も
に
、幅

広
く社
会
全
体
の
意
識
を
変
革
して
い
くこ
とが
必
要
。


その
た
め
に
も
、「
こど
も
」・
「子
育
て
」に
関
す
る
運
動
論
（
＝
「こ
ども
ウ
ェル
カ
ム
」）
を
起
こし
、日

本
中
の
あ
らゆ
る
空
間
に
こ

ども
の
「居
場
所
」が
増
え
、 様
々
な
世
代
の
個
人
、企

業
、行

政
等
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
こど
も
と時

間
・空
間

を
共
有
す
る
社
会
の
構
築
を
目
指
す
。

「こ
ども
ウ
ェル
カ
ム
」

コン
セ
プ
ト
：
「こ
ども
を
日
本
中
で

W
el

co
m

eし
よ
う。
」

－
企
業
が
変
わ
る
こと
で
社
会
の
環
境
全
体
を
変
え
、ひ
い
て
は
個
人
の
マ
イ
ン
ド
の
変
革
を
促
して
い
く。

－
国
が
ア
ジ
ェン
ダ
設
定
を行

い
、そ
の
下
で
テ
ー
マ
に
応
じ
た
複
数
の
プ
ロ
ジ
ェク
ト
や
プ
ラ
ット
フォ
ー
ム
が
複
数
立
ち
上
が
って
い
き、
そこ
に

企
業
・自
治
体
・個
人
が
参
加
を
して
い
くと
い
う姿

を
想
定
。

こど
も
・子
育
て
を
あ
ら
ゆ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
共
有
す
る
社
会

こど
も
と

一
緒
に
作

業
に
取
り

組
む

美
術
館
で
も
こど
も

が
自
由
に
鑑
賞

国


ア
ジ
ェン
ダ設

定
「こ
ども
ウェ
ル
カム
」と
い
う

テ
ー
マ
の
下
、糾

合

こど
も

×
働
く

こど
も

×
暮
らす

こど
も

×
遊
ぶ

こど
も

×
地
域

プ
ラッ
トフ
ォー
マー

プ
ラッ
トフ
ォー
マー

プ
ラッ
トフ
ォー
マー

個
人

個
人
の
ア
クセ
ス
ポ
イン
ト

目 指 す べ き 社 会 像
企
業

自
治
体

企
業 個
人

個
人

個
人

個
人

個
人

企
業

自
治
体
企
業

→
サ
ー
ビ
ス
・商
品
創
出

→
サ
ー
ビ
ス
・商
品
創
出
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